
令 和 ８ 年 度

呉市病院事業会計予算書

呉市公立下蒲刈病院





　

　（総則）

第１条　令和８年度呉市病院事業会計の予算は，次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は，次のとおりとする。

49床

ア

イ

ア 43人

イ 100人

　（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

　　　　第１款　病院事業収益　　　　　

　　　　　第１項　医業収益

　　　　　第２項　医業外収益

　　　　第１款　病院事業費用　　　　　

　　　　　第１項　医業費用

　　　　　第２項　医業外費用

　（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出

　額に不足する額4,113千円は，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13千円及

　び過年度分損益勘定留保資金4,100千円で補填するものとする。)。

　

　　　　第１款　資本的収入

　　　　　第１項　企業債

　　　　　第２項　出資金

　　　　　第３項　補助金

　　　　第１款　資本的支出

　　　　　第１項　建設改良費

　　　　　第２項　企業債償還金 8,034千円

11,670千円

765,436千円

収 入

3,636千円

支 出

支 出

1,028千円

982,318千円

3,110千円

5,629千円

7,557千円

900千円

985,428千円

 外来

収 入

29,200人

219,992千円

985,428千円

 入院

 外来

議第１７号

　(1) 病床数

　(2) 年間患者数

　(3) １日平均患者数

令和８年度呉市病院事業会計予算

15,695人 入院
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　　（企業債）

第５条　起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

利率

　（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は，200,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

　(1) 医業費用，医業外費用及び特別損失の予定額に過不足を生じた場合における，これら

　　の項に計上した経費の各項の間の流用

　(2) 建設改良費及び企業債償還金の予定額に過不足を生じた場合における，これらの項に

　　計上した経費の各項の間の流用

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，

　又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければなら

　ない。

　(1) 職員給与費

　(2) 交際費

　（他会計からの補助金）

第９条　病院運営助成及び施設整備のため，一般会計等からこの会計へ補助を受ける金額

　は，94,218千円である。

　（たな卸資産購入限度額）

第10条　たな卸資産の購入限度額は，54,610千円と定める。

起債の方法

900千円 建物改良資金

限 度 額

借入先の融資条件による。ただ
し，財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し，若しくは繰
上償還又は低利に借換えすること
ができる。

6.0％
以内

償還の方法

711,755千円

普通貸借
又は

証券発行

起債の目的

300千円
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予 算 に 関 す る 説 明 書





　

予定額(千円)

1 病 院 事 業 収 益 985,428      

1 医 業 収 益 765,436      

1 入 院 収 益 491,436      入院収益

2 外 来 収 益 183,960      外来収益

3 そ の 他 医 業 収 益 90,040       

2 医 業 外 収 益 219,992      

1 受 取 利 息 30           預金利息

2 他 会 計 補 助 金 93,190       医師確保対策等

3 負担金及び交付金 112,439      企業債償還利息分等

4 長 期 前 受 金 戻 入 9,119        国(県)補助金等

5 その他医業外収益 5,214        介護保険意見書収益等
　　

予定額(千円)

1 病 院 事 業 費 用 985,428      

1 医 業 費 用 982,318      

1 給 与 費 715,075      

2 材 料 費 54,610       薬品，診療材料費等

3 経 費 176,904      光熱水費，委託料等

4 減 価 償 却 費 32,661       

5 資 産 減 耗 費 1,142        固定資産除却費等

6 研 究 研 修 費 825          

7 長期前払消費税償却 1,101        

2 医 業 外 費 用 3,110        

1
支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

1,610        企業債利息等

2 消費税及び地方消費税 1,500        

3 雑 損 失 -            
　　

目

支　　　　出

目款 項

公衆衛生活動収益，
一般会計負担金等

令和８年度呉市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　　　入

備　　　考

款 項 備　　　考
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予定額(千円)

1 資 本 的 収 入 7,557        

1 企 業 債 900          

1 企 業 債 900          建設改良費充当企業債

2 出 資 金 5,629        

1 一 般 会 計 出 資 金 5,629        

3 補 助 金 1,028        

1 他 会 計 補 助 金 1,028        

予定額(千円)

1 資 本 的 支 出 11,670       

1 建 設 改 良 費 3,636        

1 資 産 購 入 費 3,636        器械備品購入費

2 企 業 債 償 還 金 8,034        

1 企 業 債 償 還 金 8,034        企業債元金の償還金
　　

企業債償還金に係る出資
金等

目

資本的収入及び支出

収　　　　入

目

支　　　　出

款 項 備　　　考

款 項 備　　　考
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千円

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 0

減価償却費 32,661

固定資産の除却損 692

長期前払消費税の増減額(△は増加) 0

退職給付引当金の増加額 16,238

賞与引当金の増加額 1,499

法定福利費引当金の増加額 284

長期前受金戻入額 △ 9,119

受取利息 △ 30

支払利息 610

小　計 42,835

利息及び配当金の受取額 30

利息の支払額 △ 610

業務活動によるキャッシュ・フロー 42,255

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 3,636

国庫補助金等による収入 1,028

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,608

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 900

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 8,034

一般会計からの出資金による収入 5,629

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,505

 　資金増減額（△は減少） 38,142

 　資金期首残高 218,947

 　資金期末残高 257,089

令和８年度呉市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）
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１ 　総　括　　　

(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

２　　給料及び手当の増減額の明細

970

伴う増減分

給与改定に

増 加 分
 平均昇給率

51人

 国の改定に準拠

 職員数の異動状況

増 減 分

伴う増減分

増 減 分

そ の 他 の

給  与  費  明  細  書

(千円) (千円)

11,345

1,956

前年度

12,003

扶養
手当

21,312

増減額

（千円）

区分

(千円)

（注）　法定福利費には，翌年度６月期末勤勉手当に係る法定福利費のうち，本年度発生額
　　　である法定福利費引当金繰入額が含まれる。

管理職
手当

そ の 他 の

(千円)

住居
手当

11,116

12,315

52人

1人

期末
勤勉
手当

(千円)(千円)

時間外
勤務
手当

比較

手当の
内　訳

6,765

宿日直
手当

通勤
手当

本年度

前年度 11,093 6,924

7,048

910△501

昇給に伴う

前年度

増減事由別内訳

増　加

590

％

6,171

3.17

％

備　　考

給料の改定率

4,575

手　当 制度改正に

給　料

％

本年度

給料の改定率

0.95

2.51

(千円)

68,433 6,259

（千円）

15,293

(千円) (千円)

1,000

63,858

休日
手当

88333

(千円)

677

 給与改定の実施状況

30

初任給
調整
手当

賞与
引当金
繰入額

(千円)

退職
給付費

(千円)

55,356

52,721

16,6099,072

16,984

31,520

地域
手当

30,021

区　分

2,947

8,395

1,016 288

16,293

（千円）

6,264

説 明

2,807

区　　分 報酬 給料 手当 計

52本年度

法定福利費 合計

129,592 711,755

680,083

31,672

92,053

87,670

4,38327,289

51

1

職　員　数
給　与　費

3,858

233,445

222,329125,734

619,702

592,413

(千円)

620 2,765

1,499

2,432

(千円)

12,31511,116

256,665

244,350

2,112

夜間
勤務
手当

特殊勤
務手当

140

20,296

7,212

2,635△375

 退職手当ほか

本年度

前年度

比　較

（注）　期末勤勉手当には，翌年度６月期末勤勉手当のうち，本年度発生額である賞与引当金繰入額が含まれる。
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３ 　給料及び手当の状況

 (１)  職員１人当たり給与

 (２)  初任給

 (３)  級別職員数

（注）構成比は、それぞれ四捨五入したため合計と一致しない場合がある。

100.00 計 45 100.00計 24 100.00 計 4 100.00

407,175

571,419

大 学 卒

医療職 (三 )

高 校 卒

計 4 100.00 計 13

短 大 卒

－

1月 1日現在

- - 

区　　分 医療職 (一 )（円）

53.00

494,311

390,850

高 校 卒

62.00

547,150

48.54

－

医 療 技 術 職区　　分

317,831

393,649

43.46

1,370,876

313,319

380,356

345,300

416,683

351,777

439,565

医　　師

大 学 卒

医療職 (二 )（円）

令和7年1月1日現在

一　般　職看　護　師

50.7546.8847.38

（円）（円）（円）

(円)

看護師 一般職医　師 医療技術職区　　　分

令和8年1月1日現在

568,133

1,459,249

令 和 8 年

1月 1日現在

令 和 7 年

50.00 4級 4 8.891 4.17 4級 2

3級 21 46.67

4級 1 25.00 4級 - - 4級

1   25.008 61.54 3級 9 37.50 3級3級 3 75.00 3級

16 35.5613 54.17 2級 0 0.00 2級

1級 3 6.67

2級 - - 2級 3 23.08 2級

- -   2   15.38 1級 1 4.17 1級1級 - - 1級

44 100.0024 100.00 計 4 計計 3 100.00 計 13 100.00 計

- - 5級 1 25.00

100.00

- - 

（人） （％）

3級 19

5級- - 1

61.54

6 13.644級 3 12.50

2.27

行政職 (一 )（円）

232,000

－

200,300

6.82- 

構成比

259,400

計

10  

等 級

243,400

医 療 技 術 職

構成比

305,600 232,900

（％） （％）

構成比

200,300－

328,300

（円）

225,600

－

－ －

232,000

225,600

－ －

一 般 職

216,900

63.25

国　　の　　制　　度

232,000 232,000

（円）

区　分
等 級

医 師

（人） （％）
等 級

－短 大 卒

職員数 構成比

- 2級

3級 2

2級

1級

- 

1級 - - - 

4級

- - 
33.33 3級

2級38.46

3級 8

4級 50.00- - 

5   

1級 3   

2級

- 

1

15 34.09

1級 312.50

41.67 2級

1級 - 

33.33 4級

43.181 25.00

4級 2

66.67 3級 8

職員数

看 護 師

職員数 構成比
等 級

（人）（人）
等 級

（％）

1 2.22- - 5級 1

平 均 年 齢

25.00

(円)

(円)

(歳)

(円)

(歳)

- - 

平均給与月額

平均給料月額

平 均 年 齢

平均給与月額

平均給料月額

5級

職員数

（人）

職員数
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( )

標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職名である。

 (４)  特殊勤務手当

（支給額）医師調査研究手当・夜間看護等手当　（支給対象職員）医師・看護師

 (５)  期末手当・勤勉手当

 (　)内は再任用職員の支給率

 (６)  定年退職及び早期退職に係る退職手当

定年

定年

 (７)  その他の手当

課 長

％16 ％(国 ) 医 師

看 護 師

33.2708 47.71

の者 (月分)

47.71

33.2708

33.2708

(月分)の者
区 分

早期

早期

24.58688

24.58688

28,000円

そ の 他 の
加 算 措 置 等

2.300(1.200)

2.325(1.225)

2.325(1.225)

2.325(1.225)

2.300(1.200)

2.325(1.225)

20 年 勤 続
備 考

47.71

(月分)
最 高 限 度

有

備 考
級 等 に よ る 加 算 措 置

差 異 の 内 容

定 年 前 早 期
退職特例措置
(3～45％加算)

制 度 な し

支 給 率 計

4.65(2.45)

一 般 職

47.71

35 年 勤 続

借地・借間の最高支給限度額

0.00

(月分)

0.00

の者

16

職制上の段階，職務の

12 月

代表的な特殊勤務手当の名称

支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( ％ )

支 給 期 別 支 給 率

(月分)6 月 (月分)

47.71

医 師

(国 )28,500円

定 年 前 早 期
退職特例措置
(3～45％加算)

制 度 な し

本 年 度

47.71

異 な る

住 居 手 当

通 勤 手 当

異 な る
(市 )

47.71 47.71

24.58688

地 域 手 当 支 給 率 (市 )同 じ

24.58688

前 年 度

33.2708

扶 養 手 当

一般会計の
制　　　度
(支給率等)

支 給 率 等

4.65(2.45)

有

(月分)

23.08

医 師

25 年 勤 続

有

看護師・准看護師

0.23

看護師・准看護師

主任・主査

区 分

（令和8年1月1日現在）

全 職 種

医師・歯科医師

－

(注)

給料総額に対する比率 (％ ) 5.55

－

医療技術職

課 長 補 佐

医 師

同 じ

国 の 制 度

区 分 国の制度との異同

58.33

(注)

区 分

45.45 100.00

4.60(2.40)

５級

医 療 技 術 職

－

副 主 任

１級 ２級 ３級

主 事

副院長・診療科の部長医師・歯科医師

級別の標準的な職務内容

一 般 職

病 院 長

技 師 副 主 任 専 門 員 技 師 長

区 分 ４級

看 護 師

支給対象距離 (市) 1.5km以上 (国) 2.0km以上

看護師・准看護師 総看護師長・看護師長

6.2313.91
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左の財源内訳

期間 金額 期間 金額 一般財源

千円 千円 千円 千円

給 食 業 務
契 約 に
定める額

令和７年度 39,881 
令和７年度から
令和９年度まで

限 度 額
に 同 じ

全   額

債務負担行為に関する調書

事　　　項 限度額

前 年 度 末 ま で の 支 払
義 務 発 生 ( 見 込 ) 額

当 該 年 度 以 降 の 支 払
義 務 発 生 予 定 額
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千円 千円 千円

1

491,436

183,960

88,284 763,680

2

713,708

52,085

162,001

32,661

1,142

750

1,101 963,448

199,768

3

30

93,190

112,439

9,119

4,835 219,613

4

1,610

18,235 19,845 199,768

0

令和８年度呉市病院事業予定損益計算書

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）

医 業 収 益

(1) 入 院 収 益

(2) 外 来 収 益

(3) そ の 他 医 業 収 益

医 業 費 用

(1) 給 与 費

(2) 材 料 費

(3) 経 費

(4) 減 価 償 却 費

(5) 資 産 減 耗 費

負担金及び交付金

(4) 長 期 前 受 金 戻 入

(6) 研 究 研 修 費

医 業 損 失

医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息

(5) その他医業外収益

医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債
取 扱 諸 費

(7) 長期前払消費税償却

(2) 他 会 計 補 助 金

(3)

(2) その他医業外費用

経 常 利 益
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千円 千円 千円

0

0

425,021

当 年 度 純 利 益

そ の 他 未 処 分
利益剰余金変動額

当 年 度 末 処 理
欠 損 金
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千円 千円 千円 千円

1

イ 70,529

ロ 984,326

△ 637,628 346,698

ハ 11,918

△ 8,425 3,493

ニ 394,063 　

△ 330,165 63,898

ホ 6,168

△ 5,860 308

484,926

　

イ 171

171

イ 4,274

4,274

489,371

2

257,089 

78,972

△ 577 78,395  

2,668   

1,130   

339,282   

828,653   

そ の 他 流 動 資 産

固 定 資 産 合 計

(1)

未 収 金

流 動 資 産

(2)

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

(4)

令和８年度呉市病院事業予定貸借対照表

（令和９年３月３１日）

器 械 備 品

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産(1)

建 物

減価償却累計額

資　　　産　　　の　　　部

減価償却累計額

現 金 ・ 預 金

(3)

(3)

有形固定資産合計

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

貸 倒 引 当 金

長期前払消費税

構 築 物

減価償却累計額

投資その他の資産合計

無形固定資産合計

土 地

車 両

電 話 加 入 権

減価償却累計額

(2)

貯 蔵 品
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千円 千円 千円 千円

3 　 　

イ

20,863

20,863

イ 152,291

152,291

173,154

　 　 　 　

4 　 　

イ

10,364

10,364

38,201

イ 31,520

ロ 法定福利費引当金 5,970

37,490

86,055

　 　 　 　

5 　 　

401,209

△ 253,200

148,009

407,218

6 846,445

7

イ 11

11

イ △ 425,021

△ 425,021

△ 425,010

421,435

828,653

引 当 金 合 計

建設改良費等の財源に充て

るための企業債

引 当 金

企 業 債 合 計

(1) 企 業 債

建設改良費等の財源に充て

るための企業債

企 業 債 合 計

負 債 資 本 合 計

流 動 負 債

(1)

資 本 合 計

剰 余 金 合 計

欠 損 金 合 計

資　　　本　　　の　　　部

当年度未処理欠損金

欠 損 金

資 本 剰 余 金 合 計

退職給付引当金

資 本 剰 余 金

その他資本剰余金

固 定 負 債 合 計

(2)

引 当 金

負 債 合 計

剰 余 金

資 本 金

負　　　債　　　の　　　部

流 動 負 債 合 計

固 定 負 債

(1) 企 業 債

引 当 金 合 計

(3)

(2)

(2) 未 払 金

繰 延 収 益 合 計

繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

(2) 収 益 化 累 計 額

賞 与 引 当 金
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注記（令和８年度）

Ⅰ　重要な会計方針

１　資産の評価基準及び評価方法

　(1) 貯蔵品

先入先出法による原価法によっている。

２　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

　　ア　減価償却の方法

　　　　定額法による。

　　イ　主な耐用年数

　　　(ｱ) 建物 　８～７５年

　　　(ｲ) 構築物 １０～１５年

　　　(ｳ) 器械備品 　３～２０年

　　　(ｴ) 車両 　４～　６年

　(2) 無形固定資産

　　ア　減価償却の方法

　　　　電話加入権（非償却資産のみ）であり，減価償却は行っていない。

３　引当金の計上方法

　(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため，当年度末における退職手当の要支給額に相

当する金額を計上している。なお，「一般会計及び病院事業会計に係る職員の退職

手当金負担割合に関する要綱」に基づき，一般会計が負担すると見込まれる金額を

除く額を計上している。

　(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため，当年度末における支給見込額に基づき，

当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分の額）を計上している。

　(3) 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため，当年度末における支

給見込額に基づき，当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分の額）

を計上している。

　(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損に係る損失に備えるため，貸倒実績率等に基づく回収不能見込額

を計上している。

４　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

なお，固定資産に係る控除対象外消費税は，長期前払消費税に計上し，５年間で均

等償却している。

Ⅱ　予定貸借対照表関連

１　企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年

以内に償還予定のものを含む。）のうち，総務省策定の繰出基準に基づき一般会計が

負担すると見込まれる額は１７，０８２千円である。
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Ⅲ　その他

１　引当金の取崩し

　(1) 退職給付引当金の取崩し

　 当年度に退職手当として３４，３５８千円を支給することとなるため，このうち

「一般会計及び病院事業会計に係る職員の退職手当金負担割合に関する要綱」に基

づき一般会計が負担すると見込まれる額２０，４１５千円を，当該支給額から控除

して得た額１３，９４３千円について退職給付引当金を取り崩す。

　(2) 賞与引当金の取崩し

　 当年度に期末勤勉手当として１１６，０８４千円を支給することとなるため，賞

与引当金３０，０２１千円を取り崩す。

　(3) 法定福利費引当金の取崩し

　 当年度に期末勤勉手当に係る法定福利費として１９，６２８千円を支出すること

となるため，法定福利費引当金５，６８６千円を取り崩す。
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千円 千円 千円

1

355,745

154,373

83,645 593,763

2

576,413

52,094

152,621

31,091

543

958

1,101 814,821

221,058

3

140

93,355

112,100

8,944

4,802 219,341

4

1,437

16,368 17,805 201,536

△ 19,522

(1)

(6)

(5)

研 究 研 修 費

給 与 費

経 費

(4) 減 価 償 却 費

(2) 材 料 費

令和７年度呉市病院事業予定損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

医 業 収 益

入 院 収 益(1)

外 来 収 益(2)

資 産 減 耗 費

(3)

(3) そ の 他 医 業 収 益

医 業 費 用

経 常 利 益

(2) そ の 他 医 業 外 費 用

(7) 長期前払消費税償却

(1) 受 取 利 息

支払利息及び企業債
取 扱 諸 費

(3)

医 業 損 失

医 業 外 収 益

医 業 外 費 用

(4)

(1)

(2) 他 会 計 補 助 金

(5) そ の 他 医 業 外 収 益

負 担 金 及 び 交 付 金

長 期 前 受 金 戻 入
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千円 千円 千円

△ 19,522

405,499

425,021
当 年 度 未 処 理
欠 損 金

当 年 度 純 利 益

前 年 度 繰 越 欠 損 金
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千円 千円 千円 千円

1

イ 70,529

ロ 984,326

△ 617,718 366,608

ハ 11,918

△ 8,425 3,493

ニ 405,125 　

△ 332,180 72,945

ホ 6,168

△ 5,802 366

513,941

　

イ 171

171

イ 5,057

5,057

519,169

2

218,947 

78,972

△ 577 78,395  

2,668   

1,130   

301,140   

820,309   

令和７年度呉市病院事業予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

資　　　産　　　の　　　部

固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

土 地

建 物

減価償却累計額

構 築 物

減価償却累計額

器 械 備 品

減価償却累計額

車 両

減価償却累計額

有形固定資産合計

(2) 無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

無形固定資産合計

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

長期前払消費税

投資その他の資産合計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

(2) 未 収 金

貸 倒 引 当 金

(3) 貯 蔵 品

(4) そ の 他 流 動 資 産

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計
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千円 千円 千円 千円

3 　 　

イ

30,327

30,327

イ 136,053

136,053

166,380

　 　 　 　

4 　 　

イ

8,034

8,034

38,201

イ 30,021

ロ 法定福利費引当金 5,686

35,707

81,942

　 　 　 　

5 　 　

400,181

△ 244,001

156,180

404,502

6 840,817

7

イ 11

11

イ △ 425,021

△ 425,021

△ 425,010

415,807

820,309

負　　　債　　　の　　　部

固 定 負 債

(1) 企 業 債

建設改良費等の財源に充て

るための企業債

企 業 債 合 計

(2) 引 当 金

退職給付引当金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

(1) 企 業 債

繰 延 収 益

建設改良費等の財源に充て

るための企業債

企 業 債 合 計

(2) 未 払 金

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資　　　本　　　の　　　部

資 本 金

(3) 引 当 金

賞 与 引 当 金

引 当 金 合 計

流 動 負 債 合 計

負 債 資 本 合 計

(1) 資 本 剰 余 金

その他資本剰余金

資 本 剰 余 金 合 計

(1) 長 期 前 受 金

(2) 収 益 化 累 計 額

欠 損 金(2)

剰 余 金

当年度未処理欠損金

欠 損 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計
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注記（令和７年度）

Ⅰ　重要な会計方針

１　資産の評価基準及び評価方法

　(1) 貯蔵品

先入先出法による原価法によっている。

２　固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

　　ア　減価償却の方法

　　　　定額法による。

　　イ　主な耐用年数

　　　(ｱ) 建物 　８～７５年

　　　(ｲ) 構築物 １０～１５年

　　　(ｳ) 器械備品 　３～２０年

　　　(ｴ) 車両 　４～　６年

　(2) 無形固定資産

　　ア　減価償却の方法

　　　　電話加入権（非償却資産のみ）であり，減価償却は行っていない。

３　引当金の計上方法

　(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため，当年度末における退職手当の要支給額に相

当する金額を計上している。なお，「一般会計及び病院事業会計に係る職員の退職

手当金負担割合に関する要綱」に基づき，一般会計が負担すると見込まれる金額を

除く額を計上している。

　(2) 賞与引当金

職員の期末勤勉手当の支給に備えるため，当年度末における支給見込額に基づき，

当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分の額）を計上している。

　(3) 法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため，当年度末における支

給見込額に基づき，当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分の額）

を計上している。

　(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損に係る損失に備えるため，貸倒実績率等に基づく回収不能見込額

を計上している。

４　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

なお，固定資産に係る控除対象外消費税は，長期前払消費税に計上し，５年間で均

等償却している。

Ⅱ　予定貸借対照表関連

１　企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して１年

以内に償還予定のものを含む。）のうち，総務省策定の繰出基準に基づき一般会計が

負担すると見込まれる額は２１，８１０千円である。
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Ⅲ　その他

１　引当金の取崩し

　(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度は退職手当の支給なし。

なお，病院事業会計に在職した者が，一般会計において退職するため，病院事業

会計が負担すると見込まれる額２，２０５千円について退職給付引当金を取り崩す。

　(2) 賞与引当金の取崩し

　 当年度に期末勤勉手当として９８，５７９千円を支給することとなるため，賞与

引当金２５，６８８千円を取り崩す。

　(3) 法定福利費引当金の取崩し

　 当年度に期末勤勉手当に係る法定福利費として１９，０４３千円を支出すること

となるため，法定福利費引当金５，１４４千円を取り崩す。
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